
　４．職員構成及び職務内容

　３．事業の目的と運営方針

　２．事業所

事　業　目　的

(2名は計画作成担当者兼務)

利用者の介助支援指導を行い、
ご家族に対しても助言・指導を
行います

看護師
２名 入居者の日々の健康管理を行う

と共に、医師との連携を図りま
す

(非常勤兼務)

計画作成担当者
２名（常勤2名） 入居者の介護計画の作成並び

に、介護計画に基づくケアの推
進を図ります

(2名は介護職員を兼務)

運　営　方　針

管理者
１名 施設の業務を掌握し、所属職員

の指揮監督を行うとともに、入
居者の共同生活を支援します

(常勤兼務)

１７名(常勤14名、非常勤4名)
介護職員

　事業者は、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、日
常生活上の援助及び機能訓練を行うことを目的とします

　利用者が、安心と尊厳のある生活を営むことができるよう家
庭的な環境のもとでの日常生活の援助を行います

グループホーム第２ふれあい家族重要事項等説明書

名　　　称 有限会社　故郷

所　在　地 〒802-0974　福岡県北九州市小倉南区徳力７丁目１８番８号

法　人　種　別 株　式　会　社

連　絡　先 ０９３－４５１－２８８８

指　定　番　号 ４０７０５０２６６３

所　在　地 〒803-0272　福岡県北九州市小倉南区長行西２-２-１７

管　理　者 井上　芳子

　１．事業者

代　表　者 野村　啓太

連　絡　先 ０９３－９６５－７００５

名　　　称 グループホーム第２ふれあい家族



略号 勤務時間 休憩時間 実働時間

早 9時間 1時間 8時間

日 9時間 1時間 8時間

遅 9時間 1時間 8時間

前 4時間 0時間 4時間

後 5時間 0時間 5時間

夜 17時間 2時間 15時間

（１）介護保険給付サービス

　６．サービス内容及び利用料

　　９人　×　２ユニット　＝　１８名（北九州市の介護保険被保険者の方）

　５．利用定員

＊日勤帯は介護職員3名以上、夜勤帯は介護職員2名以上

　　　勤務体制

遅　出 9:30～18:30

パート
9:00～13:00

7:30～16:30

日　勤 9:00～18:00

・食事は離床して食堂でとっていただく
ように配慮します

・食材費は、給付対象外です

・利用者の状況に応じ、適切な排泄の介
助と排泄の自立の援助を行います

・基本的に自由な時間にご入浴いただけ
ます

・着替え、整容

・シーツ交換　・健康管理　・洗濯

・居室内清掃　・役所手続の代行

・離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により生活機能の維
持・改善に努めます

・看護師が医師の往・受診や入退院の手配、その他療養上の世
話をします

・服薬についても施設管理とし、誤用や飲み過ぎ・飲み忘れの
無いように、医師の処方に従い、そのつど１回分ずつ本服用を
確認する。服薬管理責任者は看護師が務める

・利用者各人に対しての月１回のカンファレンス（症例検討
会）は管理者中心に職員全員で開き、各職員の意見等を充分吸
収して、本人に一番適したケアプランを作成し、事あるごとに
見直し修正する

・利用者とそのご家族からの相談に誠意を持って応じ、可能な
限り必要な援助を行います

13:00～18:00

夜　勤 16:30～翌朝9:30

勤務時間区分 勤務時間帯

早　出

内容 利用料

食事

・介護サービス基準
額の１割相当となり
ます（要支援２・要
介護度区分により異
なります）

※詳細は利用料金表
をご参照ください

排泄

日常生活上の世話

入浴

機能訓練

医師の往診受診入退
院の手配等

服薬管理

ケアプラン作成

相談及び援助

種類



144単位

680単位

1,280単位

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

※入居後30日間に限り、1日30単位(30円)を初期加算として支払いを受けるものとします

　①介護保険利用者負担額（１単位＝１０．１４円）

（２）入居者利用料（１割負担額）

要介護２ ８００単位 ２４,３３６円

段階区分

要介護３ ８２３単位 ２５,０３６円

日単位 月額（３０日当たり）

要支援２ ７６０単位 ２３,１２０円

要介護１ ７６４単位 ２３,２４１円

医療連携加算 ３９単位 １,１８７円/月

初期加算 ３０単位 ９１３円/月

要介護４ ８４０単位 ２５,５５３円

要介護５ ８５８単位 ２６,１０１円

看取り介護加算

死亡日以前４日以上３０日以下 １４６円/日

死亡日以前２日又は３日 ６９０円/日

死亡日 １,２９８円/日

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 ３,６５１円/月

退所時相談援助加算 ４００単位（退所時） ４０６円/回

科学的介護推進体制加算Ⅰ ４０単位 ４１円/月

介護職員処遇改善加算Ⅰ
※所定単位数に111／1000を

乗じた単位数で算定

２６７単位/月

２６８単位/月

２８０単位/月

２８８単位/月

２９３単位/月

２９９単位/月

介護職員等ベースアップ等支援加算
※所定単位数に23／1000を

乗じた単位数で算定

５５単位/月

５６単位/月

５８単位/月

６０単位/月

６２単位/月

６２単位/月



144単位

680単位

1,280単位

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

※入居後30日間に限り、1日30単位(30円)を初期加算として支払いを受けるものとします

介護職員等ベースアップ等支援加算
※所定単位数に23／1000を

乗じた単位数で算定

１１０単位/月

１１１単位/月

１１６単位/月

１２０単位/月

１２２単位/月

１２４単位/月

段階区分 日単位 月額（３０日当たり）

要支援２ ７６０単位 ４６,２３９円

　①介護保険利用者負担額（１単位＝１０．１４円）

　　入居者利用料（２割負担額）

要介護３ ８２３単位 ５０,０７２円

要介護４ ８４０単位 ５１,１０６円

要介護１ ７６４単位 ４６,４８２円

要介護２ ８００単位 ４８,６７２円

初期加算 ３０単位 １,８２６円/月

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 ７,３０１円/月

要介護５ ８５８単位 ５２,２０１円

医療連携加算 ３９単位 ２,３７３円/月

退所時相談援助加算 ４００単位（退所時） ８１２円/回

看取り介護加算

死亡日以前４日以上３０日以下 ２９２円/日

死亡日以前２日又は３日 １,３７９円/日

死亡日 ２,５９６円/日

科学的介護推進体制加算Ⅰ ４０単位 ８１円/月

介護職員処遇改善加算Ⅰ
※所定単位数に111／1000を

乗じた単位数で算定

５３３単位/月

５３５単位/月

５５９単位/月

５７５単位/月

５８６単位/月

５９８単位/月



144単位

680単位

1,280単位

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

※入居後30日間に限り、1日30単位(30円)を初期加算として支払いを受けるものとします

介護職員等ベースアップ等支援加算
※所定単位数に23／1000を

乗じた単位数で算定

１６６単位/月

１６７単位/月

１７４単位/月

１７９単位/月

１８３単位/月

１８６単位/月

段階区分 日単位 月額（３０日当たり）

要支援２ ７６０単位 ６９,３５８円

要介護３ ８２３単位

　①介護保険利用者負担額（１単位＝１０．１４円）

　　入居者利用料（３割負担額）

７５,１０７円

要介護４ ８４０単位 ７６,６５９円

要介護１ ７６４単位 ６９,７２３円

要介護２ ８００単位 ７３,００８円

初期加算 ３０単位 ２,７３８円/月

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 １０,９５２円/月

要介護５ ８５８単位 ７８,３０１円

医療連携加算 ３９単位 ３,５５９円/月

介護職員処遇改善加算Ⅰ
※所定単位数に111／1000を

乗じた単位数で算定

７９９単位/月

８０３単位/月

８３９単位/月

８６２単位/月

８７９単位/月

８９７単位/月

退所時相談援助加算 ４００単位（退所時） １,２１７円/回

看取り介護加算

死亡日以前４日以上３０日以下 ４３８円/日

死亡日以前２日又は３日 ２,０６９円/日

死亡日 ３,８９４円/日

科学的介護推進体制加算Ⅰ ４０単位 １２２円/月



水道光熱費

合計

日額

実費

１枚５００円

片道３０５円

片道５０９円

片道７１３円

実費

　⑤敷金

※食材料費、水道光熱費の金額については１ヵ月が３０日の場合であり、１ヵ月の
日数はカレンダーを基準とし料金は変動する。

※入院時の室料については入院日数にかかわらず月額をご請求致させて頂きます

　②その他の入所費用

３２１円 ９，６３０円

室料① ５０，０００円
入退居時はその月のカレンダーの
日数で日割り計算を適用

日額 月額(30日当たり)

食材料費 １，５７５円 ４７，２５０円
朝食４２０円、昼食４２０円

夕食６３０円、おやつ１０５円

月額(30日当たり)

電気製品使用料 ３０円 ９００円
テレビ・小型冷蔵庫・電気毛布等使用
の場合、１点について（持ち込み分）

室料② ２９，０００円
入退居時はその月のカレンダーの
日数で日割り計算を適用

１０６，８８０円

※室料②は生活保護受給者のみ適用。

　③個別費用

敷きパット代

交通費（外出時） 小倉南区内における車利用時

おむつ代 実費

寝具レンタル料 ２，２６８円 寝具一式のレンタル料

理美容代 実費

①介護保険利用者負担額　+　②その他の入所費用　+　③個別費用

敷金 ２００，０００円

交通費（外出時） 小倉北区内における車利用時

交通費（外出時） 小倉北・南区内より郊外における車利用時

※その他、クリーニング代・新聞代等の嗜好品・アクティビティ費用は実費で別途
となります

　④入居者利用料

の上ご契約ください。

敷金のご返却に関し、下記事項を同意

敷金契約方式は敷引方式となります

契約時に敷金としてお支払頂きます



　⑥利用者負担金のお支払い方法

外泊される時は必ず許可を得てください。

また、面会時間（９時～２０時）を遵守してください。

来訪者は面会の都度職員に届け出てください。

※お願い～出来る限り、最低月に１回以上の面会をお願いしま
す

外出・外泊前に必ず行き先と帰着予定日時を届けて出てくださ
い。

この共同生活住居内の設備、備品等は本来の用法に従って大切
にご利用下さい。これに反した利用により破損等が生じた場合
は、賠償して頂くことがあります。

　　敷金契約方式

　■敷引方式

　■上記の敷引金額を退去時に、敷金より差し引きます。なお、借主の故意・重過
失（善管注意義務違反）による建物の破損・汚損に対する補修費、また、未払い家
賃等の債務不履行が存在する場合は別途請求します。その他については、契約書条
項と重要事項説明書条項、運営規程条項に準じます。上記契約方式のご同意、承諾
の上ご契約ください。

※上記の自己負担金および介護保険一割負担金は、入居可能日より１ヶ月を３０日
とした日割計算とします（但し、敷金を除く）

　　事業者は、当月の利用者負担金の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利
用者に請求し、利用者は、翌月２０日までに次のいずれかの方法により支払います

　　２．	金融機関振込　　＊手数料は、利用者の負担となります

　　１．	現金払い　　　　＊当事業所に直接支払いとなります

入居日から２４ヶ月以上 ２００，０００円

金融機関 福岡銀行　小倉支店

口座番号 普通預金　２６８６４７６

入居期間（退去日） 敷引金額

入居日から１２ヶ月未満 ６７，０００円

入居日から１２ヶ月以上２４ヶ月未満

外出・外泊

１３４，０００円

口座名義人 有限会社故郷　代表取締役　野村啓太

面　会

居室・設備・器具の
利用

　⑦領収書の発行

　　事業者は、利用者負担金の支払いを受けたときは、領収書を発行します

　７．入居にあたっての留意事項



現金・所持品等の
管理

喫煙・飲酒

入居対象者の条件

避難

緊急連絡

迷惑行為
騒音等により、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願いま
す。また、やみくもに他の利用者の居室に立ち入らないで下さ
い。

現金・所持品等の紛失・破損については、一切責任を負いませ
ん。場合により、現金や所持品を管理しますのでお申し出下さ
い。

飲酒・喫煙をされる方は、職員預かりのもとで自由にお飲みい
ただけます。ただし、医師や家庭に止められている方は、禁
酒・禁煙していただきます。

主治医の情報提供により認知症状態にある要支援者(要支援２)
もしくは、要介護者（要介護度１～５）で下記のいずれにも該
当する事、尚入居に対しては診断書持参の上本人及び家族（身
元引き受け人）との面接を行い入居契約を結ぶ。

　８．その他運営に関する重要事項

　《退去に当っての条件》

　　下記①～③のいずれかに該当する場合は、グループホーム適用外と判断して適
切な措置を講じる

① 入居者同士のトラブルをおこした場合

④ 入院期間が１ヶ月を超えた場合

　 又は身体機能が著しく低下した場合や入退院の繰り返しを行う場合

③ 認知症が重度となり自傷他害のおそれがある場合等

② 利用料（入居費等）が２ヶ月以上にわたり未納の場合

　９．非常災害等の対策

①日頃より、避難の必要が生じた場合にいつでも利用できるよう、公民
館・学校と連絡を密にし職員も充分に把握しておくことに努める

②火災発生の時に備えて、台所等には、消火器を備え置く

③避難訓練は、年２回以上行う

日頃より、警察署や付近の交番と連絡を取り合い、不足の事態発生の時
は、病院又は、警察に連絡の後、経営責任者、職員責任者に連絡を直ちに
取り、各々指示を得る事とする

　１０．事故発生時の対応

　　利用者に対するサービスの提供により、事故が発生した場合は、北九州市、当

　該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡をおこなうと

　ともに、必要な措置を講じます。また、その原因を解明し、再発生防止の為の対

　策を講じます。



　

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

保険会社

第三者による評価の
実施状況

①あり

実施日 令和2年8月11日

評価機関の名称 特定非営利活動法人　北九州シーダブル

結果の開示

 ２なし

①　あり　　２　なし

ご利用時間
毎日午前１０時から午後５時まで

ＴＥＬ０９３－４５１－２８８８

ご利用方法 電話でも受け付けますが、基本的に来所面接をお願いします

各区役所窓口一覧（保険福祉課介護保険担当）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険内容 対人・対物賠償　他

担当者 井上　芳子(管理者)　 桃野　ゆかり（計画作成担当者）

顧問 のぞみ綜合事務所　司法書士　岡　信太郎

　１４．相談窓口・苦情対応

※当事業者のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします

　　※公的機関においても、次の機関において苦情申立てができます

門司区
〒８０１－８５１０ 093‐331‐1894(直通)

門司区清滝１－１－１ 093‐321‐4802

小倉北区
〒８０３－８５１０ 093‐582‐3433(直通)

小倉北区大手町１－１ 093‐562‐1382

小倉南区
〒８０２－８５１０ 093‐951‐4127(直通)

小倉南区若園５－１－２ 093‐923‐0520

　１１．身体拘束等を行う手続き

　　やむを得ず身体拘束を実施する場合は、利用者やその家族に拘束の内容、理由
等について説明し、文書による同意を得ることとします。

　　＜やむを得ない場合＞

　　②夜間、外出行為が著しくみられる場合

　　①自傷・他害の恐れがある場合

　１２．提供するサービスの第三者評価の実施の有無

　提供するサービスでは、苦情・要望の解決にあたる外部評価を実施しております

　１３．損害賠償責任
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若松区
〒８０８－８５１０ 093‐761‐4046(直通)

若松区浜町１－１－１ 093‐751‐2344

戸畑区
〒８０４－８５１０ 093‐871‐4527(直通)

戸畑区千防１－１－１ 093‐881‐5353

北九州市役所介護保険課

八幡東区
〒８０５－８５１０ 093‐671‐6885(直通)

八幡東区中央１－１－１ 093‐662‐2781

八幡西区
〒８０６－８５１０ 093‐642‐1446(直通)

八幡西区黒崎３－１５－３ 093‐642‐2941

福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 092‐642‐7857

〒８０３－８５０１ 093‐582‐2771(直通)

小倉北区城内１－１ 093‐582‐5033

福岡県国民健康保険団体連合会（苦情相談窓口）

〒８１２－８５２１ 092‐642‐7859(直通)

　１５．認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の内容

　 a  介護、介助

　①残存機能を保持向上させる為、介助は各人に合わせた必要最小限にとどめなが
らも、各人の生活の質を落とさない事を目安とする。

　②施設の和を乱したり施設の円滑な運営に支障をきたす時は、その家族と充分話
し合い、利用者、施設にとって最善の処置を講ずる。

　b  ケアプラン作成

　利用者各人に対しての月１回のカンファレンス（症例検討会）は管理者中心に職
員全員で開き、各職員の意見等を充分吸収して、本人に一番適したケアプランを作
成し、事あるごとに見直し修正する。

　c  ミーティング

　①週１回のミーティングを全職員(非番者除く）で行い、次回のカンファレンス
に向けての情報や知識などを出し合うものとする。

　②このミーティングはケアプランとそれ以外の円滑な運営の為の要望や反省点を
各職員が確認しあう場でもある。

　d  服薬管理

　服薬についても施設管理とし、誤薬や飲み過ぎ・飲み忘れの無いように、医師の
処方に従い、そのつど１回分ずつ本人に手渡し、服用を確認する。服薬管理責任者
は看護師が務める。



⑥ターミナルケア時の対応

⑤緊急時の対応

　ｇ 利用者の重度化及びターミナルケアに関して

①利用者の病状が重度化した場合、現時点で可能な医療及び介護行為を家族・利用
者・事業者等で協議しておく。

②入居希望の入居者及び、家族に対し契約時に可能な当事業所内で出来る医療行為
を説明しておく。

③利用者が重度化した場合、かかりつけ医・事業者・利用者本人及び、家族は協議
の上、今後利用者の生活を第一に考え最善の機関・施設などを提供できるように努
める。

④前項の協議の上、事業所で引き続き重度化した利用者が生活される場合、事業者
及びかかりつけ医と利用者の家族が連絡体制を強化し、いかなる場合も対応できる
体制を整えておく。

　h  看取り

　e  24時間医療連携体制について

①	利用者の日常的な健康管理の維持･増進を図ることを目的とし訪問看護ステー
ションふれあい家族と連携する。

②訪問看護師は健康管理の観点から医師との連絡を密に取り合う。

③訪問看護ステーションふれあい家族の営業時間外については担当訪問看護師の携
帯電話への連絡により２４時間連絡が取れる体制をとる。

　ｆ 訪問看護師業務の内容

①日常の健康管理：バイタルサインのチェック・一般状態の観察（水分・出納）及
び排泄の管理・体重チェック

④入退院時の病院との連絡調整

③かかりつけ医に対し日常的に情報提供を行い、密な連携をはかる

②内服管理と医師の指示による医療処置

①事業者及び、かかりつけ医は事前に現体制で可能な医療行為を事業者・かかりつ
け医・家族の三者で協議しておく。

②事業者は入居希望の利用者及び、家族に対し契約時に可能な医療行為を説明して
おく。

③事業者における利用者の看取りが必要となった場合、利用者・家族・事業者及
び、かかりつけ医の協議のもと、別紙覚書を作成し相互理解、同意の元看取りを実
施する。

④事業者において看取りを実施する場合、事業者は他利用者への影響も十分に配慮
する。

⑦職員に対する緊急時の対応の指導と教育



961-3774

962-0322

592-5080

592-5511

582-0099

452-1351

令和 年 月 日

協力医療機関
財団法人健和会大手町病院・政所クリニック・徳力団地診療所

健和会大手町診療所

協力歯科医療機関 ＶＩＳＩＴ訪問歯科（木本歯科）

総合診療科 健和会大手町病院 小倉北区大手町15-1

連携施設 特別養護老人ホーム　春吉園

内科 徳力団地診療所 小倉南区徳力団地2-10

内科・精神内科 政所クリニック 小倉南区守恒1丁目11-8

グループホーム第２ふれあい家族

利用者氏名 印

代理人氏名 印

入居者家族氏名 印

代表　野村　啓太

有限会社　故郷

　i　若年性認知症利用者受入れ

①受入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、利用者の特性やニーズ
に応じたサービスを行う。

　１６．協力医療機関と連携施設

重要事項説明書の説明を受け承諾いたします。

533-5888担当歯科医院

木本歯科クリニック

連携施設 特別養護老人ホーム　春吉園 小倉南区大字春吉463番1号

救急科 健和会大手町病院 小倉北区大手町15-1

歯科

VISIT訪問歯科

小倉北区堺町2丁目3-30

内科・外科・整形外科 健和会大手町診療所 小倉北区大手町423-305号


